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I. 選挙の概要 
 

選挙の名称 東京都議会議員選挙 

公（告）示日 令和７年（2025 年）６月 13 日（金） 

投票日・時間 令和７年（2025 年）６月 22 日（日）午前７時～午後８時 

不在者投票 

期間・時間 

令和７年（2025 年）６月 14 日（土）から 

令和７年（2025 年）６月 21 日（土）まで 

※施設内での不在者投票は午前８時 30分～午後５時 

選挙資格 

年齢要件 

平成 19 年（2007年）６月 23日までに生まれた方 

住所要件 

令和７年（2025年）３月 12 日までに八王子市に転入届を出し、

引き続き住民基本台帳に登録されている方 

選挙公報 

令和７年（2025 年）６月 17 日（火）頃から全戸配布（予定） 

八王子市選挙管理委員会ホームページでも閲覧可 

市の施設、市内の郵便局、新聞販売店及び各駅（ＪＲを除く）等

にも補完 

※市内不在者投票指定施設に配布しているため、投票用紙等送付

の際に追加で配布することはしません。 

入場整理券 令和７年（2025 年）６月 13 日（金）頃 郵送（予定） 

届出情報 

反映最終日 

令和７年（2025 年）５月 23 日（金） 

※この日までに届け出られた住所等の変更は、選挙人名簿に反映

されます。この日の翌日以降の変更は、選挙人名簿には反映さ

れませんので、請求カードには変更前の情報を記入します。 

様式集 

今回の選挙に関する様式等は、市のホームページに掲載しています。 

該当ページの URL、ページの所在及び二次元コードは以下のとおりです。 

URL：https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p033273.html 

所在：八王子市公式ホームページトップ > 市政情報 

 > 市の政策・計画とまちづくり > 選挙 

 > 選挙管理委員会からのお知らせ 

 > 不在者投票指定施設 様式集 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p033273.html
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II. 不在者投票の実施手順 
1. はじめに 

不在者投票の趣旨及び手続きについては、不在者投票の事務処理を行う担当職員だけ

でなく、入所者と日常接する看護職員等にも周知徹底していただくようお願いします。 

また、入所者に対しては、選挙が貴施設内で行えることを周知し、予め投票の場所及

び日時を連絡していただくようお願いします。 

 

2. 不在者投票制度とは 
不在者投票制度は、法律で定められた一定の事由によって、選挙の当日、自ら投票所

へ行って投票することができない選挙人が、投票日の前（公（告）示日の翌日から投票

日前日までの間）でも投票することができる例外的な制度です。 

 

3. 不在者投票の流れ 
 
                     

 

 

 

 

                   

 

 

                     

 

 

                    

 

 

         

  

施設内での選挙の周知
投票の意思のある選挙人の確認

投票用紙の請求の取りまとめ
（３ページ）

投票用紙等の受け取り
（３ページ）

施設内での投票
（４ページ）

投票用紙等の送致
（６ページ）

選挙が執行されることを、入所者等に周知す

るとともに、必ず施設の入所者全員に投票の

意思があるか否かを確認します。 

 

投票の意思がある選挙人に、投票用紙等の請

求カードを記入してもらいます。１ページの

届出情報反映最終日を参考に、氏名・生年月

日・住所を正確に記入してもらいます。 

不在者投票用紙等請求書及び請求カードを

選挙管理委員会事務局に提出し、投票用紙等

を受けとります。 

施設内の投票所において不在者投票を行い

ます。投票は、必ず選挙人本人の投票したい

という意思に基づき行われます。 

投票済の投票用紙等を選挙管理委員会事務

局に送致します。なお、投票を行わなかった

選挙人の投票用紙等は直ちに返却します。 
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4. 投票用紙等の請求について 

(1). 請求カードの記入 

投票を希望する方について、本人に以下のとおり請求カードを記入してもらいます。 

・８ページの記載例を参考に、氏名・生年月日・住所を記入してもらいます。 

・点字投票を希望される場合、「点字投票の請求 有」に○を記入してください。 

・事務担当者は、氏名・生年月日・住所に、記入漏れや不備がないことを確認した

後、施設の名称等を記入（スタンプ可）してください。 

また、本人自らが記入できない場合は、事務担当者が代理で記入することも可能で

す。その場合は、請求カード備考欄に必ず代理記入者の氏名を記名してください。な

お、選挙人の身内の方等が代理で記入・請求することはできません。 

※請求カードが不足する場合は、お手数ですがコピーもしくは市のホームページに

アップロードしている様式をご利用ください。 

 

(2). 請求カード及び不在者投票用紙等請求書の提出 

９ページの記載例を参考に不在者投票用紙等請求書を作成し、取りまとめた請求カ

ードとともに、八王子市選挙管理委員会に提出し、投票用紙等を請求してください。

投票用紙等の請求は、公（告）示日以前でも行うことができます。 

   ※八王子市以外の市区町村に住所を置く選挙人についての投票用紙等の請求は、当

該選挙人の市区町村に対して行います。この場合は、不在者投票用紙等請求書の

宛名を送付先市区町村の選挙管理委員会委員長としてください。 

 

(3). 選挙人から追加で投票したい旨の申出があった場合 

投票用紙等の請求を行った後、施設の入所者より追加で投票したい旨の申出があっ

た場合は、追加分の請求カード及び不在者投票用紙等請求書を提出して、投票用紙等

の請求を行う必要があります。なお、申出を拒否することはできません。 

 

5. 投票用紙等の交付について 
請求カード及び不在者投票用紙等請求書により投票用紙等の請求を受けた選挙管理

委員会事務局は、請求を行った選挙人が選挙人名簿に登録され、また、選挙権を有して

いることを確認します。確認ができた選挙人に対し【投票用紙・内封筒・外封筒】を交

付します。 

交付した外封筒には選挙人の氏名等が記載されたラベルシールが貼付されており、選

挙人毎に区別できるようになっていますので、ほかの選挙人のものと取り違えのないよ

う十分注意してください。 

なお、公（告）示日以前にご請求があった場合、投票用紙等の交付は公（告）示日以

降となります。公（告）示日以降にご請求があった場合、選挙人の確認を行った後、速

やかに交付します。 

また、複数人分請求をいただいている場合において、１人でも請求カードの記載に誤

りがあり選挙人の確認ができない方がいた場合、確認ができるまで全員分の交付を行わ

ないこととしておりますので、ご承知おきください。 
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6. 施設での投票について 

(1). 不在者投票管理者 

全ての不在者投票は、選挙の公正を確保するため、不在者投票管理者の管理のもと

で行わなければなりません。不在者投票管理者には、原則、施設の長があたることと

なっています。なお、不在者投票管理者が行う事務は、必ずしも本人がすべて直接行

わなければならないものではなく、適宜、補助者に不在者投票管理者の管理のもと、

その事務を行わせることも可能です。 

 

(2). 投票立会人 

不在者投票管理者は、選挙人の投票に際し、選挙権を有する者を立ち会わせなけれ

ばなりせん。この投票立会人は、単に選挙権を有すれば足りるのであって、必ずしも

その投票を行う選挙の選挙権を有することは要しません。 

 

(3). 選挙人の意思の確認 

投票は選挙人本人の自由意思に基づくものでなければなりません。したがって、必

ず選挙人本人の意思を確認してください。選挙人本人の意思を確認できないときは、

絶対に投票はさせないでください。代理投票の場合でも同様です。 

 

(4). 投票日時 

施設での投票は、令和７年（2025 年）６月 14日（土）から令和７年（2025 年）６

月 21日（土）までの間、午前８時 30分から午後５時まで行うことができます。 

 

(5). 投票場所 

不在者投票管理者が管理し、投票立会人が立会い、他人から投票の記載を見られる

など不正な手段が図られることのない場所を投票場所とし、原則として投票場所で投

票を行うようにしてください。 

例外として、重篤患者等の移動が困難な方が投票する場合については、以上のとお

り公正な投票管理ができるのであれば、ベッドの上などで投票させることも差し支え

ありませんが、必要がないのに全ての投票をベッドの上で行うことは避けてください。 

  ※なお、不在者投票場所には候補者のポスター等を掲示することができませんので、

ベッドの上で投票させる場合は特にご注意ください。 

 

(6). 投票手順 

以下①～⑧の手順で投票事務を進めてください。 

①選挙人に投票用紙等の一式を交付します。その際、外封筒のラベルシールに記載

の氏名と選挙人氏名が一致するか確認してください。 

②投票用紙に記載する内容について、入所者に候補者１名の氏名を記入するよう 

案内します。 

③記載が済んだ投票用紙を、交付した内封筒に入れさせ、封をさせます。 

④封をした内封筒を外封筒に入れさせ、外封筒も封をさせます。 
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⑤選挙人本人に、外封筒の投票者欄に署名させます。 

⑥投票立会人は、外封筒の立会人欄に署名します。 

⑦事務担当者は、外封筒の日付・投票場所・不在者投票管理者を記入します。 

⑧事務担当者は、最後に改めて以下の外封筒の記載事項を確認します。確認にあた

っては、1０ページの記載例を参考にしてください。 

 ・投票者欄 ----------------------- 代理投票ではない場合、本人の自署 

 ・立会人欄 ----------------------- 必ず立会人が自署 

 ・日付 --------------------------- 施設内で投票を行った日付 

 ・投票場所 ----------------------- 施設名・住所を記入 

 ・不在者投票管理者 --------------- 不在者投票管理者名を記入 

※外封筒の記載事項に不備があると、投票を受理することが

できませんので、必ずご確認ください。 
 

(7). 代理投票 

手が不自由などの理由により、選挙人が自身で候補者名等を書けない場合、選挙人

本人の意思に従って補助者が代筆する代理投票という制度を利用することができま

す。代理投票は、本人の申請に基づき、立会人の意見を聞いてさせることができます。 

代理投票を実施する場合、施設の職員の中から必ず補助者２名をつけ、以下の手順

で実施してください。なお、不在者投票管理者（施設長）、立会人、選挙人の家族、

付添人などが補助者となることは絶対にできません。 

・補助者の内、１名は選挙人が指示する候補者氏名等を記載すること。 

・補助者の内、他の１名は選挙人の指示のとおりに補助者が投票用紙に記載したこ

とを確認すること。 

・補助者は、記載が済んだ投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにそれを外封筒

に入れて封をすること。また、補助者は、外封筒の表面の「投票者欄」に、当該

選挙人の氏名を代理で記入すること。 

・署名欄以外の外封筒の記載事項は、通常の投票と同様に記載すること。 

※補助者は必要に応じて、選挙人の家族や付添人等との間で、候補者氏名及び政党

名の確認に必要な選挙人本人の意思の確認方法について事前打合せを行うこと

など、適切に対応してください。 

 

(8). 点字投票 

点字により投票を行う場合は、投票用紙への記載及び外封筒への署名は、点字器に

より行ってください。この時、外封筒への署名は、投票用紙を入れた内封筒を外封筒

の中に入れる前に行ってください。 

 

(9). 投票しなかった場合の手続き 

投票用紙等が交付されたものの、投票しなかった方や退院等により不在者投票がで

きなかった方がいた場合、八王子市選挙管理委員会に連絡の上、不在者投票用紙等送

致書とともに開封された状態で、外封筒、内封筒、投票用紙の３点を、速やかに返納

してください。 
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返納されていない場合、選挙人は期日前投票・当日投票を行うことができません。 

 

7. 投票用紙等の送致について 
外封筒に、以下の点について記入漏れがないか再度確認し、不在者投票用紙等送致書（11

ページの記載例を参考）とともに、速やかに八王子市選挙管理委員会に送致してください。 

また、代理投票者がいる場合は、不在者投票実施記録簿兼請求内訳書のコピー等、代理

投票者及び補助者２名の氏名が確認できる資料を併せて送致してください。 

 

・投票者署名（自署） 

・立会人署名（自署） 

・日付 

・投票場所（住所と施設名も記入【ゴム印可】） 

・不在者投票管理者氏名【ゴム印可】 

 

8. 投票用紙等の請求及び投票済の投票用紙等のやり取りについて 
投票用紙等のご請求及び投票済の投票用紙等の送致は郵送でのやり取り（レターパック

等郵便記録が残るもの）とさせていただきます。投票済の投票用紙等を送致する場合は、

レターパック等の表面に赤字で「投票用紙在中」と明記してください。 

なお、例外として、至急、投票用紙等が必要な場合や、投票済の投票用紙等の送致をし

なければならない場合は、直接窓口にお越しいただき、お手続きをしていただくことがで

きます。選挙期間中は午後８時までお手続き可能です。ただし、施設内で投票できる時間

は、午前８時 30分から午後５時までとなりますのでご注意ください。 

 

※お越しいただく場合は、事前にご連絡ください。 
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9. チェックシート 
 

投票用紙請求時 

＜必要書類＞ 

・請求カード（８ページ参照） 

・不在者投票用紙等請求書 

 

＜チェック内容＞ 

□ 点字投票者がいる場合、請求カードの点字投票の請求有に〇を記入しているか 
 

投票用紙等送付時 

＜必要書類＞ 

・投票用紙及び封筒一式（棄権者の分も含む） 

・不在者投票用紙等送致書（11ページ参照） 

・不在者投票実施記録簿兼請求内訳書の写し等（代理投票者がいる場合のみ） 

 

＜チェック内容＞ 

□ 送致先は投票用紙等の交付を受けた選挙管理委員会宛か 

□ 外封筒に、投票者の署名及び立会人の署名はあるか 
 

不在者投票郵送料請求時（経費の請求については、12ページを確認してください。） 

＜必要書類＞ 

・請求書兼支払金口座振替依頼書 

・不在者投票実施記録簿兼請求内訳書 

 

＜チェック内容＞ 

□ 請求書兼支払金口座振替依頼は作成したか 

□ 不在者投票実施記録簿兼請求内訳書は作成したか 

□ 使用する印は施設長の公印、又は私印か 
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10. 記載例集 

(1). 請求カード 

 

新様式 

 
 

 

 

 

旧様式 

 

 

 

 

 

 

 

（ふりがな）

- -

（部屋番号等）

施設の名称、所在地、郵便番号、電話番号（ゴム印がありましたらゴム印を押して下さい）

丁目 番 号 最高裁 参比 都議 議

請求

交付 ・ 直・郵

受理 ・ 直・郵
太 枠 の 中 の み

返還 ・ 直・郵
記入して ください

・ 直・郵

氏
　
名

生　年　月　日

明 治 ・ 大 正 ・ 昭 和 ・ 平 成
-

　　年　　　　月　　　　日生 投票区 名　簿　番　号

選挙人名簿に記載されている住所 選

挙

の

種

類

衆小 衆比 参選 知 長
区 ・ 市
町 ・ 村

事由

表示

2・3・5

確認

備　考（通信欄）（点字投票の請求　有　無　） 　　　　代理記入者（ ） 番号 B

丁目 - -

（部屋番号等）

施設の名称、所在地、郵便番号、電話番号

注・ゴム印がありましたらゴム印を押して下さい。

備　考（通信欄）（点字投票の請求　有　無　）

代理記入者（ ）

号

選挙人名簿に記載されている住所
ふ り が な

生　年　月　日 性別 投票区

区・市
町・村

明治・大正・昭和・平成 男
・
女　　年　　　月　　　日生 -

番

名　簿　番　号
氏 名

選

挙

の

種

類

衆小 衆比 参選 知 長

最高裁 参比

交付 ・ 直・郵
記入して ください

受理 ・ 直・郵

都議 議

請求 ・ 直・郵
太 枠 の 中 の み

番号 B

返還 ・ 直・郵

事由
表示

2・3・5
確認

はちおうじ たろう 

八王子 ○○ ○○ ○○ 

〒192－○○○○ 

八王子市○○町４丁目５番６号 

電話 ○○○-○○○○ 

医療法人社団 ◎◎病院 

浅川 花子 

八王子 太郎 

✔ 

ゴム印使用可 

点字投票の場合は「有」に○を付けてください。 

○○ ○○ ○○ 

八王子 太郎 

はちおうじ たろう 
八王子 ○○ 

○○ ○○ 

〒192－○○○○ 

八王子市○○町４丁目５番６号 

電話 ○○○-○○○○ 

医療法人社団 ◎◎病院 

浅川 花子 

請求者に代わって代理記入する場合は、その代理記入者の氏名をここに記入してください。ゴム印使用可。 

 

点字投票の場合は「有」に○を付けてください。 

請求者に代わって代理記入する場合は、その代理記入者の氏名をここに記入してください。ゴム印使用可。 

✔ 

○○ ○○ ○○ 

ゴム印使用可 
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(2). 不在者投票用紙等請求書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴム印使用可 

10 

 

請求日を記入 

請求件数を記入 

０ 

 

点字投票の希望件数を記入 

０件でも必ず記入！ 

受取方法を選択 

✔ 
６ 18 
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(3). 外封筒 

 
         表                   裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記載に漏れや不備があると、投票を受理することができま

せん。すべて記載されているか、必ず確認してください。 

 

投
票
の
秘
密
を
守
る
た
め
に
二
重
封
筒
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

《
注
意

ち
ゅ
う
い

》
投
票
者
欄

と
う
ひ
ょ
う
し
ゃ
ら
ん

の
氏
名

し
め
い

は

必
か
な
ら

ず
自
分

じ
ぶ
ん

で
書 か

い
て
く
だ
さ
い
。 

      

投
票
年
月
日 

令
和
○
年 

○
月 

○
日 

立
会
人 

 

立
会 

花
子 

令和○○年執行 
○○選挙 

不 在 者 投 票 
（ 外 封 筒 ） 

公印 

投
票
者 

  

八
王
子 
太
郎 

区 市 町 村 
 

投 票 区 名 
 

選挙人名簿 
整 理 番 号 
 

氏 名 

《
事 

務 

欄
》 

区市町村名  八王子市 
 

投 票 区 名  第 ○○ 投票所 
 

選挙人名簿  8-8028-02 号 
整 理 番 号 
 

氏 名  ハチオウジ タロウ 

 

投
票
場
所 

 
 
 

 
 

八
王
子
市
○
○
町
八
十
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○
○
病
院 

 
不
在
者
投
票
管
理
者 

 

院
長 

八
王
子 

八
雄 

必ず自署 

投票者による自署 

代理投票の場合に

限り補助者が記載

する 

外封筒にはラベルシールが貼ってある。 

氏名が記載されているので、施設内で投票さ

せる際に必ず確認し、取り間違えないこと。 

ゴム印可 

ゴム印可 
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(4). 不在者投票用紙等送致書 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
１ 
11 

八王子 太郎 

代理投票者がいた場合、代理投票した方の

氏名がわかる資料（例：不在者投票実施記録

簿兼請求内訳書のコピー）を別途提出してく

ださい。 

※いない場合は「０」を記入してください。 

返還者がいた場合、返還した方の氏名

を記入してください。 

※記入しきれない場合、同様の内容の

資料を別途作成してください。 

ゴム印使用可 

送致日を記入 

1 
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III. その他 
1. 問い合わせ先 

(1). ６月 13 日まで及び６月 23 日以降は 
東京都八王子市元本郷町３－24－１ 

八王子市役所 本庁舎８階 選挙管理委員会事務局選挙課 

ＴＥＬ：042－620－7319（直通） 

ＦＡＸ：042－626－3275 

 

(2). ６月 14 日から６月 22 日まで（選挙期間中）は 

  東京都八王子市元本郷町３－24－１ 

  八王子市役所 本庁舎１階 選挙管理委員会事務局 選挙時事務室 

ＴＥＬ：042－620－7421（直通） 

ＦＡＸ：042－621－3805 

   担 当：大村・島田 

 

2. 不在者投票実施経費の請求について 

(1). 概要 

今回の東京都議会議員選挙における不在者投票郵送料等の経費の請求先は、東京都

選挙管理委員会となります。お支払する金額は、不在者投票を完了した選挙人１人に

つき 1,073円です。投票用紙等を請求したものの投票しなかった方（棄権した方）や

退院等により投票用紙等を返還した方につきましては対象外となります。 

(2). 請求先 

 

 

 

 

(3). 請求書類 

事務経費の請求に必要な書類は、以下の２つです。 

    ①（不在者投票郵送料）請求書兼支払金口座振替依頼書（様式１） 

    ② 不在者投票実施記録簿兼請求内訳書（様式２） 

    請求者は、不在者投票管理者（施設長等）です。法人の代表である理事長のこと

ではありません。また、施設長等の印は施設印ではなく、施設長等の公印又は私印

を使用してください。不在者投票郵送料は、口座振替となります。もし、請求者

（施設長等）の名義ではない口座への振込を希望される場合は、様式１の下部にあ

る委任状欄も忘れずご記入ください。（肩書が異なる場合も委任状が必要です。） 

不在者投票実施記録簿兼請求内訳書は必ず添付してください。なお、棄権者がい

た場合は、備考欄に「棄権」と記入し、該当の選挙人の備考以外の欄を二重線で消

してください。 

〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１ 都庁第一本庁舎北塔４０階 

 東京都選挙管理委員会事務局 総務課 庶務担当 

 ℡０３－５０００－７２５５（直通） 
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3. 外部立会人について 

(1). 外部立会人の取り扱い 

平成 25 年の公職選挙法改正により、従来選挙権を有しないとされていた成年被後

見人の方々の選挙権が回復されました。このことに伴い、不在者投票指定施設（以下

「指定施設」とします。）における不在者投票について、公正な不在者投票の実施に

向けた方策の一環として、いわゆる外部立会人の規定が法律に盛り込まれました。 

公正な不在者投票を行うため、新たに規定された外部立会人の制度ですが、法律の

規定ではあくまで努力義務であり、また各指定施設を取り巻く状況は様々であること

から、市選管としては市内全指定施設への導入を求めるのは困難であると考えていま

す。 

各施設の実情等に応じて、適宜市選管と調整のうえ、導入を検討してください。 

  

(2). 外部立会人の主な職務 

以下の投票用紙等の確認、交付から受領までの投票手続きに立ち会います。 

①投票用紙等の点検 

②投票用紙等が所定の物であるか、選挙人であるかどうかの確認の立会い 

③選挙人が投票用紙等の交付を受けてから不在者投票管理者に投票用紙等を提出す

るまでの立会い 

④代理投票を拒否する場合などにおいて、不在者投票管理者から意見を求められた際

に意見を述べること 

 

(3). 外部立会人制度の流れ 

 指定施設は、以下①～⑦の流れで外部立会人を選定し、報酬を支払うことになります。 

①市選管があらかじめ、指定施設における外部立会人として従事可能な者を選び、外

部立会人候補者名簿を作成します。 

②外部立会人の立会いを希望する指定施設は、外部立会人の選定を市選管に依頼しま

す。その際、不在者投票の日時も伝えます。 

③市選管は、外部立会人候補者名簿の中から不在者投票の日時に従事可能な外部立会

人を選定し、指定施設と該当の外部立会人に通知します。 

④指定施設は、該当の外部立会人を選任します。 

⑤指定施設は、外部立会人の立会いのもと、不在者投票を行います。 

⑥指定施設は、不在者投票の実施時間に応じた報酬を外部立会人に支払います。 

⑦指定施設は、外部立会人に支払った報酬額を市選管に請求します。外部立会人が複

数の自治体の選挙人の不在者投票に立ち会った場合は、それぞれの自治体に対し、

選挙人の人数比に応じた額を請求します。 

※なお、不在者投票を実施する日時に従事可能な外部立会人候補者がいない場合は、

従来どおり施設の職員等が立会人を務めます。 


